
平 戸 市 監 査 公 表 第 94 号 

 

 

地方自治法第 199 条第１項及び第４項の規定に基づく監査執行の結果を同条第９項

の規定により、次のとおり報告（公表）します。 

 

 

平成 26年８月 26日 

 

平戸市監査委員 戸 田 幾 嘉 

 

平戸市監査委員 山 田 能 新 

 

 

第１ 監査の対象 

議会事務局 

 

第２ 監査の期間 

平成 26年 6月 30日 

 

第３ 監査の概要 

 (1)  監査の種類 

地方自治法第 199条第１項及び第４項の規定に基づく定期監査 

 (2)  監査の対象とした事項 

平成 23～24年度の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事

務事業の執行について 

 

第４ 監査の方法 

   今回の監査は次の事項を主眼として、あらかじめ提出を求めた資料に基づき、所

属長等の説明を受けるとともに、関係帳簿及び書類等を調査し監査を実施した。 

   なお、山田能新監査委員については、地方自治法第 199条の２の規定に係わるも

のについて除斥とした。 

 

 (1)  収入に関すること 

    ① 収入事務が適法・適正に行われているか。 

  ② 収入事務にかかる諸帳簿が整備されているか。 

(2)  支出に関すること 

    ① 違法、不当な支出又は不要、不急な支出はないか。 



  ② 予算目的に反する支出はないか。 

③ 特別な支払方法（資金前渡、概算払等）は法令に定めるところにより適正に行 

われているか。 

  ④ 契約の方法及び内容は適正か。 

 (3)  庶務関係事務 

① 公印の管理状況 

② 備品台帳等備付諸帳簿の整備状況 

③ 文書の処理、整理保存状況 

(4)  補助金関係 

補助金の交付申請、実績報告､精算手続きが適正に行われているか。 

 

第５ 監査の結果 

 今回監査の結果、概ね良好に処理されていることが認められた。 

なお、事務処理上軽易な問題点については、その都度善処を指示し、特に指摘

事項等はないと認めた。 

 

第６ むすび 

    議会事務局の主な業務は、議会に関する条例等の制定改廃や議長会等に関する

こと、政務活動費に関すること及び議員の身分、報酬等に関することなど庶務的

な事務をはじめ、本会議、委員会等の業務では、会議の運営、傍聴人の整理、会

議録の調製、議決事項の処理、請願、陳情の受理および処理に関することなどで

ある。これら、議会に関する事務においては、議員へ質の高い職務環境を提供す

るとともに、円滑で秩序ある市議会運営に努めている。 

    

政務活動費の執行については、各会派から提出された収支報告書提出時の審査

において、支出内容を確認し、議長までの決裁を経るなど適切に処理されている。 

平成 23年度の政務活動費は、７会派（23人）に 2,760,000円を支出し、執行

額 2,339,223 円、返還額 420,777 円で、執行率は 84.8％であった。内容として

は、６会派で視察研修が行われ、主な目的及び研修地としては「図書事業及び図

書館の管理運営」が２会派で２ヶ所、「道の駅、直売所の管理運営」が４会派で

６ヶ所、「地域づくり、町おこし」が３会派４ヶ所、「農産品、農業経営関連」が

２会派３ヶ所、「医療と文化交流」がそれぞれ１会派１ヶ所、「新エネルギー関連」

が、１会派２ヶ所となっており、研修以外では「広報、図書購入等」が１会派と

なっている。 

平成 24年度は６会派（23人）に 2,760,000円を支出し、執行額 2,620,687円、

返還額 139,313 円で、執行率 95％であった。内容としては、４会派で視察研修

が行われ、主な目的及び研修地としては、「地域づくり、町おこし」が２会派で

３ヶ所、「図書事業及び図書館の管理運営」が２会派で２ヶ所、「道の駅、直売所



の管理運営」が２会派２ヶ所、「新エネルギー関連」が１会派３ヶ所、「農産品、

農業経営関連」が３会派３ヶ所、「交通機関関連」が１会派２ヶ所、「行政施策研

修（国政含む）」が３会派で８ヶ所、「議員研修会参加」が１会派となっており、

研修以外では「市民講演会開催」が１会派、「広報、図書購入等」が１会派とな

っている。（視察研修会派数、研修会参加会派数は重複する。） 

   研修地のうち道の駅、図書館等への視察については、本市での物産館（平戸瀬戸

市場）、図書館（平戸市総合情報センター(仮称)）の建設に関連した研修と推測

される。 

また、研修経費については、適正に仕分けがなされており、バス料金など領収

書が取れない場合を除いてすべて領収書が添付されている。さらに平成 26年４

月から実施される「政務活動費に関する申し合わせ」において、食事に要する経

費を全額廃止とするなど、その他にも細かい取り決めがなされており透明性が高

い内容となっている。 

政務活動費は、議会の自主性、自律性を尊重し、市議会会派及び議員の良識と

責任により判断し使用されるものであり、今後とも政務活動目的を踏まえた経費

の支出に努めていただきたい。 


